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現　行

令和４年10月１日～

出生後
８週

父

１歳 １歳半 ２歳出生
保育所に入所できない等の場合

育 休 育休 育休

育休 育休

産休

育休 育休 育 休

母

出産後８週間以内に育児休業取得
した場合の再取得（パパ休暇）

３回目の取得は
できない

開始時点が１歳または１歳６か月時点に
限定されるため、途中で交代できない

出生後
８週

父

夫婦が育休を交代できる
回数が増える

１歳 １歳半 ２歳出生

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

保育所に入所できない等の場合

育休 育 休
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休 育 休

母 育 休

休

出生後
８週

父

１歳 １歳半 ２歳出生
保育所に入所できない等の場合

育 休

育 休

育 休

育 休

育 休

育 休産 休
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育 休休
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＋ さらに
もう１回

出生時
退院時等

妻の職場復帰などの
タイミング

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる＋ さらに

もう１回
出生時
退院時等

出生児育児休業
（産後パパ育休） １歳以降の育児休業育児休業

新設
（分割して2回取得可能）

夫婦ともに
分割して２回取得可能 途中交代可能

例2

例1

改正後の働き方・休み方のイメージ（例）

ピンク色の矢印が、今回の改正で新たにできるようになることです
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［２］１歳以降の育児休業

１歳以降の育児休業の開始日の柔軟化により、１歳以降の育児休業期間の途中で夫婦で交代するこ
とが可能になります。

保育所に入所できない等の理由で１歳以降に延長した場合の育児休業開始日について

義 務

現　行

令和４年10月１日～

以下の特別な事情がある場合は、１歳以降の育児休業の再取得が可能です。
（現行は、１歳以降の育児休業の再取得はできません。）

・�他の子の産前・産後休業、出生時育児休業（産後パパ育休）、介護休業又は新たな育児休業の開始
で育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したとき

義 務

１歳以降の育児休業の開始日は、各期間の初日に限る
　１歳６か月までの育児休業は１歳到達日の翌日（１歳の誕生日）
　２歳までの育児休業は１歳６か月到達日の翌日

配偶者が１歳以降の育児休業を取得する場合は、配偶者の育児休
業終了予定日の翌日以前を本人の育児休業開始日にできる。現行
の取得方法（夫婦ともに各期間の初日から取得）も可能。

各期間の初日でしか
夫婦交代できない

（本人と配偶者の育児休業に切れ目
がなければ）
各期間の途中でも夫婦交代が可能

保育所に入所できない等の場合
１歳

父

１歳半 ２歳

育 休育 休 育 休

育 休育 休

母

開始日は各期間の初日に限る

育 休

例

保育所に入所できない等の場合
１歳

父

１歳半 ２歳

育 休育 休 育 休

育 休育 休 育 休

母

配偶者の終了日と本人の開始日が接続又は重複
すれば、各期間の途中からでも育休開始可能

例

※�パパ･ママ育休プラスにより、育児休業終了予定日が１歳到達日後の場合は、１歳６か月までの育児休業開始予定日は「１歳到達
日後の本人又は配偶者の育児休業終了予定日の翌日」からであることは現行と同じ。夫婦で交代する場合も、１歳到達日後の本
人又は配偶者の育児休業終了予定日の翌日から１歳６か月までの間の期間となる。

第２子産休 第1子育休第1子育休

１歳 １歳半

第1子育休

例


